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　特願２０１３－　６５２５７「鏡面性に優れた耐食性プラスチック成形金
型用鋼」拒絶査定不服審判事件〔平成２６年１０月　６日出願公開、特開
２０１４－１８９８２２、請求項の数（８）〕について、次のとおり審決す
る。

結　論
　原査定を取り消す。
　本願の発明は、特許すべきものとする。

理　由
第１　手続の経緯
　本願は、平成２５年　３月２６日の出願であって、平成２８年１１月　８
日付けで拒絶理由通知がされ、同年１２月２６日付けで、意見書の提出及び
手続補正がされ、平成２９年　５月２４日付けで拒絶査定（原査定）がさ
れ、これに対し、同年　８月２２日に拒絶査定不服審判の請求がされると同
時に手続補正がされ、同年１０月１２日に前置報告がされ、同年１１月１３
日に審判請求人から前置報告に対する上申がされたものである。

第２　原査定の概要
　原査定（平成２９年　５月２４日付け拒絶査定）の概要は次のとおりであ
る。

　（サポート要件）請求項１、３、５、７に係る発明は、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏ
の含有割合が特定されておらず、発明の詳細な説明に記載したものではない
から、この出願は、特許請求の範囲の記載が、特許法第３６条第６条第１号
に規定する要件に適合しない。



第３　本願発明
　本願請求項１－８に係る発明（以下、それぞれ「本願発明１」－「本願発
明８」という。）は、平成２９年　８月２２日付けの手続補正で補正された
特許請求の範囲の請求項１－８に記載された事項により特定される以下のと
おりのものである。

「【請求項１】
　質量％で、Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｓｉ：０．２～１．０％、
Ｍｎ：１．０％以下、Ｃｒ：１２．０～１５．０％、
Ｍｏ＋Ｗ／２：０．４％以下、Ｖ：０．１～１．０％未満、
Ｎ：１００ｐｐｍ未満を含有し、残部がＦｅおよび不可避不純物からなる鋼
であり、該鋼に析出含有される炭化物および炭窒化物として、炭窒化物の粒
径が５μｍ以下であり、該鋼の圧延面における１００μｍ平方当たりの炭化
物数が１６０個以下であり、さらに該鋼の圧延面における３００μｍ平方中
の５０μｍ平方当たりの炭化物数の最大部の数と最少部の数の差が３０個以
下であることを特徴とする鏡面性に優れた耐食性プラスチック成形金型用
鋼。
　【請求項２】
　質量％で、Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｓｉ：０．２～１．０％、
Ｍｎ：１．０％以下、Ｃｒ：１２．０～１５．０％、
Ｍｏ＋Ｗ／２：０．４％以下、Ｖ：０．１～１．０％未満、
Ｎ：１００ｐｐｍ未満、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
Ａｌ：０．０５％以下、Ｏ：０．０１００％以下を含有し残部がＦｅおよび
不可避不純物からなる鋼であり、該鋼に析出含有される炭化物および炭窒化
物として、炭窒化物の粒径が５μｍ以下であり、該鋼の圧延面における
１００μｍ平方当たりの炭化物数が１６０個以下であり、さらに該鋼の圧延
面における３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの炭化物数の最大部の数
と最少部の数の差が３０個以下であることを特徴とする鏡面性に優れた耐食
性プラスチック成形金型用鋼。
　【請求項３】
　質量％で、Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｓｉ：０．２～１．０％、
Ｍｎ：１．０％以下、Ｃｒ：１２．０～１５．０％、
Ｍｏ＋Ｗ／２：０．４％以下、Ｖ：０．１～１．０％未満、
Ｎ：１００ｐｐｍ未満、Ｎｉ：０．０４～０．４０％を含有し、残部がＦｅ
および不可避不純物からなる鋼であり、該鋼に析出含有される炭化物および
炭窒化物として、炭窒化物の粒径が５μｍ以下であり、該鋼の圧延面におけ
る１００μｍ平方当たりの炭化物数が１６０個以下であり、さらに該鋼の圧
延面における３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの炭化物数の最大部の
数と最少部の数の差が３０個以下であることを特徴とする鏡面性に優れた耐
食性プラスチック成形金型用鋼。
　【請求項４】
　質量％で、Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｓｉ：０．２～１．０％、
Ｍｎ：１．０％以下、Ｃｒ：１２．０～１５．０％、
Ｍｏ＋Ｗ／２：０．４％以下、Ｖ：０．１～１．０％未満、
Ｎ：１００ｐｐｍ未満、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
Ａｌ：０．０５％以下、Ｏ：０．０１００％以下、
Ｎｉ：０．０４～０．４０％を含有し、残部がＦｅおよび不可避不純物から
なる鋼であり、該鋼に析出含有される炭化物および炭窒化物として、炭窒化
物の粒径が５μｍ以下であり、該鋼の圧延面における１００μｍ平方当たり
の炭化物数が１６０個以下であり、さらに該鋼の圧延面における３００μｍ
平方中の５０μｍ平方当たりの炭化物数の最大部の数と最少部の数の差が
３０個以下であることを特徴とする鏡面性に優れた耐食性プラスチック成形
金型用鋼。
　【請求項５】
　質量％で、Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｓｉ：０．２～１．０％、
Ｍｎ：１．０％以下、Ｃｒ：１２．０～１５．０％、
Ｍｏ＋Ｗ／２：０．４％以下、Ｖ：０．１～１．０％未満、



Ｎ：１００ｐｐｍ未満を含有し、さらにＴｉ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｚｒのうちの１
種又は２種以上を０．０１～０．３０％含有し、残部がＦｅおよび不可避不
純物からなる鋼であり
、該鋼に析出含有される炭化物および炭窒化物として、炭窒化物の粒径が
５μｍ以下であり、該鋼の圧延面における１００μｍ平方当たりの炭化物数
が１６０個以下であり、さらに該鋼の圧延面における３００μｍ平方中の
５０μｍ平方当たりの炭化物数の最大部の数と最少部の数の差が３０個以下
であることを特徴とする鏡面性に優れた耐食性プラスチック成形金型用鋼。
　【請求項６】
　質量％で、Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｓｉ：０．２～１．０％、
Ｍｎ：１．０％以下、Ｃｒ：１２．０～１５．０％、
Ｍｏ＋Ｗ／２：０．４％以下、Ｖ：０．１～１．０％未満、
Ｎ：１００ｐｐｍ未満、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
Ａｌ：０．０５％以下、Ｏ：０．０１００％以下を含有し、さらにＴｉ、
Ｎｂ、Ｔａ、Ｚｒのうちの１種又は２種以上を０．０１～０．３０％含有
し、残部がＦｅおよび不可避不純物からなる鋼であり、該鋼に析出含有され
る炭化物および炭窒化物として、炭窒化物の粒径が５μｍ以下であり、該鋼
の圧延面における１００μｍ平方当たりの炭化物数が１６０個以下であり、
さらに該鋼の圧延面における３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの炭化
物数の最大部の数と最少部の数の差が３０個以下であることを特徴とする鏡
面性に優れた耐食性プラスチック成形金型用鋼。
　【請求項７】
　質量％で、Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｓｉ：０．２～１．０％、
Ｍｎ：１．０％以下、Ｃｒ：１２．０～１５．０％、
Ｍｏ＋Ｗ／２：０．４％以下、Ｖ：０．１～１．０％未満、
Ｎ：１００ｐｐｍ未満、Ｎｉ：０．０４～０．４０％を含有し、さらに
Ｔｉ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｚｒのうちの１種又は２種以上を０．０１～０．３０％
含有し、残部がＦｅおよび不可避不純物からなる鋼であり、該鋼に析出含有
される炭化物および炭窒化物として、炭窒化物の粒径が５μｍ以下であり、
該鋼の圧延面における１００μｍ平方当たりの炭化物数が１６０個以下であ
り、さらに該鋼の圧延面における３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの
炭化物数の最大部の数と最少部の数の差が３０個以下であることを特徴とす
る鏡面性に優れた耐食性プラスチック成形金型用鋼。
　【請求項８】
　質量％で、Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｓｉ：０．２～１．０％、
Ｍｎ：１．０％以下、Ｃｒ：１２．０～１５．０％、
Ｍｏ＋Ｗ／２：０．４％以下、Ｖ：０．１～１．０％未満、
Ｎ：１００ｐｐｍ未満、Ｐ：０．０３０％以下、Ｓ：０．０１０％以下、
Ａｌ：０．０５％以下、Ｏ：０．０１００％以下、
Ｎｉ：０．０４～０．４０％を含有し、さらにＴｉ、Ｎｂ、Ｔａ、Ｚｒのう
ちの１種又は２種以上を０．０１～０．３０％含有し、残部がＦｅおよび不
可避不純物からなる鋼であり、該鋼に析出含有される炭化物および炭窒化物
として、炭窒化物の粒径が５μｍ以下であり、該鋼の圧延面における
１００μｍ平方当たりの炭化物数が１６０個以下であり、さらに該鋼の圧延
面における３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの炭化物数の最大部の数
と最少部の数の差が３０個以下であることを特徴とする鏡面性に優れた耐食
性プラスチック成形金型用鋼。」

第４　当審の判断
明細書のサポート要件適合性について
　特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するか否かは、特
許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲
に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な
説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲の
ものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術
常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか
否かを検討して判断すべきものである。



　以下、上記の観点に立って、本願発明１～８について検討することとす
る。

（１）本願発明１～８が解決しようとする課題
ア　発明の詳細な説明には、以下の記載がある。なお、下線は当審が付与し
た。以下同様。
「【０００８】
　本発明が解決しようとする課題は、プラスチック成形用金型用鋼としての
新規な化学成分からなる鋼を得て、この鋼に析出して含有される炭化物や炭
窒化物における、炭窒化物の粒径、鋼材の圧延方向と平行な面（以下、圧延
面と呼ぶ）の１００μｍ平方当たりの炭化物数、圧延面の３００μｍ平方中
における５０μｍ平方当たりの炭化物数の最大部の数と最少部の数の差を、
一定の範囲とすることで鏡面性の高い耐食性の新規のプラスチック成形金型
用鋼を提供することである。」

イ　前記アによれば、本願発明１～８の解決すべき課題（以下、単に「課
題」という。）は、「鏡面性の高い耐食性の新規のプラスチック成形金型用
鋼を提供すること」である。

（２）本願発明１～８の課題を解決できると認識できる範囲
ア　発明の詳細な説明には、以下の記載もある。
（ア）「【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、上記の手段としたことで、光ディスクなどのように高い表面平
滑度を必要とするプラスチック製品を成形する金型あるいは工具として活用
できる、鏡面性が高く耐食性に優れたプラスチック成形金型用鋼であり、本
発明のプラスチック成形金型用鋼は、鋼材面における炭窒化物の粒径が小さ
く鏡面に研磨時にこれらの炭窒化物の滑落による孔が生じることなく、圧延
面の１００μｍ平方当たりの炭化物数が少なくその部分に微差な凹凸の多量
の発生なく、さらに圧延面の３００μｍ平方中における５０μｍ平方当たり
の炭化物数の最大部の数と最少部の数の差が少ないので最小部が研磨され易
くなることなく鏡面にうねりを生じることが無いなどの優れた効果を有す
る。」

（イ）「【００１９】
　Ｃ：０．２０～０．４０％
　Ｃは、固溶強化による硬さ、耐摩耗性の向上および焼入性を高めるために
必要な元素であり、このためには０．２０％以上が必要である。しかし、Ｃ
が０．４０％を超えると粗大な炭化物を形成し、金型用鋼の鏡面性を悪化
し、耐食性を低下する。そこで、Ｃは０．２０～０．４０％とする。」
「【００２２】
　Ｃｒ：１２．０～１５．０％
　Ｃｒは、不働態を形成し、耐食性を向上させるとともに焼入れ性を高める
元素である。このためには、Ｃｒは１２．０％以上が必要である。しかし、
Ｃｒが１５．０％を超えると粗大な炭化物を形成し、金型用鋼の鏡面性を悪
化する。そこで、Ｃｒは１２．０～１５．０％とする。」

（ウ）「【００２６】
　Ｐ：０．０３０％以下
　Ｐは、結晶粒界へ偏析し、靱性を低下する。そこで、Ｐは０．０３０％以
下とする。
　【００２７】
　Ｓ：０．０１０％以下、望ましくは０．００５０％以下
　Ｓは、硫化物を形成し、鏡面性を悪化し、さらに靱性および熱間加工性を
悪化する。そこで、Ｓは０．０１０％以下、望ましくは０．００５０％以下
とする。



　【００２８】
　Ａｌ：０．０５％以下、望ましくは０．０３％以下
　Ａｌは、酸化物や窒化物を形成し、鏡面性を悪化する。そこで、Ａｌは
０．０５％以下、望ましくは０．０３％以下とする。
　【００２９】
　Ｏ：０．０１００％以下、望ましくは０．００５０％以下
　Ｏは、他の金属元素と酸化物を形成し、鏡面性を悪化する。そこで、Ｏは
０．０１００％以下、望ましくは０．００５０％以下とする。」

（エ）「【００３３】
　炭窒化物粒径：５μｍ以下、望ましくは４μｍ以下
　炭窒化物粒径は、粗大であると研磨時に鋼面から欠落して孔を形成し、鏡
面性を低下する。そこで、炭窒化物粒径は５μｍ以下、望ましくは４μｍ以
下とする。
　【００３４】
　鋼材の圧延面における１００μｍ平方当たりの炭化物数：１６０個以下
　鋼材の圧延面における１００μｍ平方当たりの炭化物数は、多すぎるとそ
の部分で微細難凹凸が多量に発生する。そこで、鋼材の圧延面における
１００μｍ平方当たりの炭化物数は１６０個以下とする。
　【００３５】
　鋼材の圧延面における３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの炭化物数
の最大部の数と最少部の数の差：３０個以下
　鋼材の圧延面における３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの炭化物数
の最大部の数と最小部の数の差は、大きいと、最小部が研磨されやすいので
鏡面にうねりが生じることとなる。そこで、鋼材の圧延面における
３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの炭化物数の最大部の数と最少部の
数の差は３０個以下とする。」

（オ）「【００３６】
　さらに、本発明の実施の形態について、表を参照して以下に順次説明する
ものとする。先ず、本が発明に係る鋼において、高鏡面性が得られるような
炭化物析出状態を実現する方法として、例えば、次の（１）および（２）の
ような製造方法が好適に適用できる。
　【００３７】
　（１）本発明の鋼の化学成分からなる鋳造材を再溶融して２次溶解し、再
凝固させる製造方法であり、一般的には、真空アーク再溶解法（ＶＡＲ）や
エレクトロスラグ再溶解法（ＥＳＲ）によって２次溶解して再凝固させる。
すなわち、この方法では、２次溶解により、再溶解後の凝固が短時間で行わ
れるため、凝固偏析が起こりにくく、炭化物の一部凝集を抑えることが可能
となる。
　【００３８】
　（２）上記の（１）により溶解、再凝固させた鋼を、
１０００～１２００℃で１０時間以上のソーキング処理を実施する製造方法
である。この製造方法は、鋼中に析出した粗大な炭化物を適正範囲の大きさ
にコントロールするために最適の製造方法である。このソーキング処理は、
焼入れ温度よりも高温で、かつ、融点よりも低い温度で実施する必要があ
る。ソーキング処理を適正に行えば、形成された粗大な炭化物を小さくし、
さらに炭化物の量を少なくして均一に分散させることが可能である。なお、
ソーキング処理する温度と時間は成分によって適正値が異なる。」

（カ）「【実施例１】
　【００３９】
　表１に示す発明鋼の化学成分からなるプラスチック成形金型用鋼の
１００ｋｇを真空誘導溶解炉で溶製した。この溶製により得られた鋼材を
１２００℃に加熱した均熱炉で１０時間ソーキング処理し、これを縦横
５０ｍｍの角材に鍛伸し、次いで１０３０℃に加熱して空冷する焼入れ処理



を施し、さらに２００～５００℃に加熱して空冷する焼戻し処理を２回繰り
返した。
　一方、表１の発明鋼の化学成分の範囲から外れる化学成分を有する鋼を比
較鋼とし、その１００ｋｇを真空誘導溶解炉で溶製し、溶製により得られた
鋼材を１２００℃に加熱した均熱炉で１０時間ソーキング処理し、これを縦
横５０ｍｍの角材に鍛伸し、次いで１０３０℃に加熱して空冷する焼入れ処
理を施した。上記の本発明の実施例である発明鋼と同様の処理をしたが、た
だし、焼なましすなわち焼鈍処理を省略した。
　これらにおける焼入焼戻し硬さは５０ＨＲＣ以上とした。
　【００４０】
　【表１】

」

（キ）「【００４２】
　【表２】



」

イ　前記ア（ア）～（イ）、ア（エ）～（キ）によれば、前記（１）イの課
題を解決するために、ＣとＣｒの含有割合を質量％で、
Ｃ：０．２０～０．４０％、Ｃｒ：１２．０～１５．０％として、耐食性を
確保した上で、高い鏡面性を確保するために、
１）鋼に析出含有される炭化物および炭窒化物として、炭窒化物の粒径が
５μｍ以下、
２）鋼の圧延面における１００μｍ平方当たりの炭化物数が１６０個以下、
３）鋼の圧延面における３００μｍ平方中の５０μｍ平方当たりの炭化物数
の最大部の数と最少部の数の差が３０個以下、
との３つの要件をいずれも満たすことが必要であると認められる。

ウ　また、上記（ウ）によれば、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏは、いずれも、靱性を低
下するか、鏡面性を悪化する成分であり、本願発明１～８に係る鋼において
は、含まれないか、可能な限り含有量を低減することが望ましい成分である
と認められる。

（３）本願発明１～８が前記（１）イの課題を解決し得ると当業者が認識で
きるか否かについて
ア　本願発明１～８は、前記（２）イに示した、耐食性を確保するために必



要なＣ及びＣｒの含有割合を満たし、高い鏡面性を確保するために必要な３
つの要件の全ての特定事項を備えるものである。

イ　したがって、本願発明１～８は、当業者において、課題を解決し得ると
認識できる範囲のものであり、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件
に適合する。

ウ　ここで、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏの含有割合が特定されていない本願発明１、
３、５、７について検討する。
　本願発明１、３、５、７は、前記第３のとおりのものであり、いずれも、
「・・・を含有し、残部がＦｅおよび不可避不純物からなる鋼」
（「・・・」は省略を表す。）と特定しているから、その他の有効成分を積
極的に含有せしめることを排除する、いわゆるクローズドクレームである。
　そして、前記（２）ウのとおり、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏは、いずれも、靱性を
低下するか、鏡面性を悪化する成分であり、本願発明１～８に係る鋼におい
ては、含まれないか、可能な限り含有量を低減することが望ましい成分であ
るから、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏの含有割合について特定していない、クローズド
クレームである本願発明１、３、５、７では、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏの含有量
は、いずれも、積極的に含有せしめることを排除した、すなわち、検出限界
以下であると解するのが相当である。
　以上のことは、前記（カ）の表１及び（キ）の表２において、
本願発明１の実施例として、「Ｂ」、
本願発明３の実施例として、「Ｅ」、
本願発明５の実施例として、「Ｇ」、
本願発明７の実施例として、「Ｄ」
が記載されているところ、これらはいずれも、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏの含有量が
「－」とされていることからも明らかである。

エ　そうすると、本願発明１、３、５、７は、当業者において、課題を解決
し得ると認識できるものである。

オ　また、仮に、鋼の技術分野において、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏは、鋼の製造過
程において、不可避不純物として含まれるものであるという技術常識に照ら
して、本願発明１、３、５、７が、「不可避不純物」として、Ｐ、Ｓ、
Ａｌ、Ｏを含むという解釈が可能である余地があるとしても、前記（２）ウ
のとおり、Ｐ、Ｓ、Ａｌ、Ｏは、いずれも、靱性を低下するか、鏡面性を悪
化する成分であり、本願発明１～８に係る鋼においては、含まれないか、可
能な限り含有量を低減することが望ましい成分であるから、本願発明１、
３、５、７の鋼がこれら成分を、前記ア（ウ）に記載された上限を超える程
度含む場合には、これらはもはや、本願発明１、３、５、７における「不可
避不純物」とはいえないというべきであり、したがって、これらの含有割合
を明示的に特定しない本願発明１、３、５、７は、「Ｐ：０．０３０％以
下、Ｓ：０．０１０％以下、Ａｌ：０．０５％以下、Ｏ：０．０１００％以
下」との含有割合を超えるものを含まないと解するのが相当である。

第５　むすび
　以上のとおりであるから、原査定の理由によって、本願を拒絶することは
できない。
　また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
　よって、結論のとおり審決する。

平成３０年　６月　４日

　　審判長　　特許庁審判官 板谷 一弘
特許庁審判官 結城 佐織



特許庁審判官 長谷山 健

〔審決分類〕Ｐ１８　　．５３７－ＷＹ　（Ｃ２２Ｃ）

審判長　　　特許庁審判官 板谷　一弘 8821
　　　　　　特許庁審判官 長谷山　健 9171
　　　　　　特許庁審判官 結城　佐織 3132


